
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）
（平成２０．５．２３）最近改正 令和３．４．２３ 法２２号

１．歴史的風致形成建造物の指定等

（１）歴史的風致形成建造物の指定（法第１２条第１項）

市町村長は、歴史的風致形成建造物を指定することができます。

（２）増築等の届出等（法第１５条第１項）

歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手

する日の３０日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める

事項を市町村長に届け出なければなりません。ただし、次に掲げる行為については、この限りではありません（第

１項）。

【適用除外】

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める行為

（３）増築等の変更の届出（法第１５条第２項）

前項の規程による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするとき

は、当該事項の変更に係る行為に着手する日の３０日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長

に届け出なければなりません。

（４）所有者の変更の場合の届出（法第１８条）

歴史的風致形成建造物の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市町村長に

届け出なければなりません。

２．歴史的風致維持向上地区計画内の行為の届出等

（１）歴史的風致維持向上地区計画（法第３１条第１項）

歴史的風致維持向上地区計画とは、当該区域における歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用

を図るため、その歴史的風致にふさわしい用途の建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の整備（既

存の建築物等の用途を変更して当該歴史的風致にふさわしい用途の建築物等とすることを含む。）及び当該区域内

の市街地の保全を総合的に行うことが必要であると認められるものについては、都市計画に歴史的風致維持向上地

区計画を定めることができる制度です。

（２）歴史的風致維持向上整備計画（法第３１条第４項）

歴史的風致維持向上地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができます。

一 地区施設の配置及び規模

二 建築物等の用途の制限、建築物の容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。）の最高限度又は最低

限度、建築物の建蔽率（建築面積の敷地面積に対する割合をいう。）の最高限度、建築物の敷地面積又は建

築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域（壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地

境界線との間の土地の区域をいう。）における工作物（建築物を除く。）の設置の制限、建築物等の高さの最

高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度その他建築

物等に関する事項で政令で定めるもの

三 現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保

するため必要なものの保全に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
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（３）区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する歴史的風致維持向上地区整

備計画（法第３２条）

歴史的風致維持向上地区整備計画においては、当該歴史的風致維持向上地区整備計画の区域の特性に応じた高

さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められ

るときは、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度を定めるも

のとします。

（４）歴史的風致維持向上地区計画内における行為の届出等（法第３３条第１項）

歴史的風致維持向上地区計画の区域（歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。）内にお

いて、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該

行為に着手する日の３０日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、

着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければなりません。ただし、次に掲げる行為に

ついては、この限りではありません。

【適用除外】

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 国の機関又は地方公共団体が行う行為

四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

五 開発行為の許可を要する行為

六 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める行為

（５）歴史的風致維持向上地区計画内における行為の変更の届出（法第３３条第２項）

前項の規程による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとすると

きは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の３０日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市

町村長に届け出なければなりません。

３．確認方法

歴史的風致維持向上地区計画は、都市計画に定められますので、原則として市町村で調べられます。
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